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１．計画の策定にあたって

計画策定の趣旨

本市では、平成 22年 3月に「大村市農業基本条例」を制定し、農業及び農村に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するため、平成 25 年 3月に「大村市農業基本計画」を策定し、その後
平成 30年 3月に見直しを行い、計画の将来像である「ともに支え合う食と健康と活力ある農業」
を目指して様々な施策に取り組んできました。
一方、農業者の高齢化・後継者不足、農地面積の減少や、TPP11 をはじめとするグローバル

化の進展など、農業を取り巻く環境は依然として厳しい状態が続いています。
このような状況の中、国は、将来にわたって国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料

自給率の向上と食料安全保障を確立するため、「産業政策」と「地域政策」を 2本柱とする「食
料・農業・農村基本計画」を令和 2年 3月に策定しました。また、令和 3年 5月には、食料・農
林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、「みどりの食料シス
テム戦略」を策定しました。
以上のことを踏まえ、農業の持続的な発展や豊かで住みよい地域社会の実現等を目指し、本市

の最上位計画である第 5 次大村市総合計画や、国や県の方針・計画と整合を図りつつ、新たに
「第 2期大村市農業基本計画」を策定します。
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計画の位置づけ

本計画は、第 5次大村市総合計画及び大村市農業基本条例に基づき実施される本市の農業・
農村に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための指針として位置づけるものです。
なお、第 5次大村市総合計画・後期基本計画では、SDGs（持続可能な開発目標）の推進に向

けた施策展開を設定しており、本計画と関連する内容では 7 つの目標を提示しています。本計
画においても、SDGs の視点を取り入れた計画の推進を行います。

計画の期間

本計画の期間は、令和 5年度を初年度とし、目標年度を令和 14年度とする 10 か年の計画と
します。
ただし、急激な社会経済状況の変化や国の農業政策の大きな変化等、本計画の見直しが必要と

判断される場合は、適切に対応していきます。

●上位計画

第５次大村市総合計画
後期基本計画

（令和 3年度～7年度）

本計画と関連するSDGs の目標

計画

策定大村市農業
基本条例 第２期 大村市農業基本計画

国の計画

県の計画

食料・農業・農村基本計画
（令和 2年 3月策定）

都市農業振興基本計画
（平成 28年 5 月策定）

第3期ながさき農林業・農山村活性化計画
（令和 3年度～令和 7年度）

図は（SRC横田）

関連計画

第2期大村市まち・ひと・しごと
創生総合戦略（令和2年度改定）

第 4次大村市食育推進計画
（令和 4年度～8年度）

大村未来都市構想
（令和 4年 3月策定）

など
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２．農業の現状と課題

農業の現状

１ 農業産出額『主要 11 品目の農業算出額の推移』

２ 農業者数『年齢別基幹的農業従事者数及び平均年齢』
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３ 農地面積『経営耕地面積の推移』

４ 鳥獣被害『有害鳥獣捕獲頭数』
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農業の課題

１ 農業の生産性の向上と販路拡大

◎生産性の向上
省力化・精密化や高品質生産を実現するスマート農業を導入し、生産性の向上及び多収量

化を図る必要があり、今後具体的事例の周知や支援策の検討が必要である。
◎農産物のブランド化と販路拡大

安全安心な農産物について高品質化やブランド化に取り組むことにより農産物の付加価
値を向上させ、主要品目を中心に販路の拡大を図る必要がある。

◎６次産業化の推進
6次産業化等の取組を発展させた農山漁村発イノベーションの取組などにより、農業所得

の向上と雇用機会の確保を図る必要がある。
また、労働力の確保にもつながる農福連携の取組も継続させる必要がある。

◎農業体験等による農産物の PR
農業イベントなど、農業者と消費者が交流できる機会を創出することで、大村産農産品へ

の理解と関心を高め、市内外の住民に対して大村産農産物の購入促進を図る必要がある。

２ 農業の担い手の育成と確保

◎新規就農者の確保
農業者人口は年々減少・高齢化しており、農家の減少数が新規就農者数を上回るため、今

後も就農者の発掘及び支援が必要である。
◎認定農業者の育成

労働力不足に対応するため、農作業受託組織の需要が高まってきている。
また、補助、事業者優遇措置の活用等による支援を行い、相談への対応などスキルアップ

に向けたソフト面での支援も行いながら、経営感覚に優れた人材を育成する必要がある。
◎集落営農の推進
「実質化された人・農地プラン」に沿って集落における中心的経営体に農地の利用集積を
行っていくこととしており、法人や集落営農、農作業受託組織による組織的な農業を推進
するために、組織におけるリーダーの育成を図る必要がある。

３ 農地の保全と有効活用

◎農業生産基盤の保全と強化
農作業の効率化等を図るためには、傾斜地等の耕作条件の良くない農地にあっては、品目

にあった基盤整備を推進する必要がある。
◎農地の利用集積

高齢化等に伴う離農や規模縮小した農業者等の農地については、人・農地プランの実質化
集落を中心に農地の利用集積を進めることが必要である。

◎有害鳥獣対策の推進
有害鳥獣駆除と防護柵の設置の必要性は高いため、捕獲対策をはじめとして、市と地元住

民、関係機関とが連携した防止対策の実施を今後も継続し推進する必要がある。
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３．基本目標及び施策体系

基本目標

大村市の農業の現状と課題を踏まえ、将来の農業振興に向けて、第５次大村市総合計画後期基
本計画の基本目標に合わせた次の３つの基本目標を定め、農業の持続的な発展や豊かで住みよ
い地域社会の実現等を目指し、各種施策を展開します。

これからの農業は、スマート農業が加速化するとともに、デジタル技術を前提とした新たな農
業への変革（デジタルトランスフォーメーション（DX)）の実現や、みどりの食料システム戦略
にある持続可能な食料システムの構築に向けて、カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイ
ノベーションの推進が求められています。
基本目標１では、省力化機械やスマート農業の導入による労力軽減を図り、農産物のブランド

化や販路拡大、6次産業化発展への取組等を推進します。そのほか、農業に関するイベントや、
農産物直売所を有効に活用する等、農業者と消費者が交流する機会を創出し、大村産農産物のＰ
Ｒを推進します。
基本目標 2 では、規模拡大や経営改善を図る認定農業者を重点的に支援しながら、新規就農

者の確保、企業参入の促進等、多様な人材の確保に努めます。
基本目標 3 では、それぞれの地域の実情に沿った基盤整備を進めながら、必要な利用集積を

図り、農地の有効活用につなげます。また、有害鳥獣に対する被害防止のための対策を行います。

基本目標１

農業の生産性の
向上と販路拡大

基本目標２

農業の担い手の
育成と確保

基本目標３

農地の保全と
有効活用
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施策体系

基本施策 1-1 有害鳥獣対策の推進

基本施策 1-1 農地の利用集積

基本施策 1-1 農地生産基盤の保全と強化

基本施策 1-1 集落営農の推進

基本施策 1-1 認定農業者の育成

基本施策 1-1 新規就農者の確保

基本施策 1-1 農業体験等による農産物のＰＲ

６次産業化の推進

基本施策 1-1 農産物のブランド化と販路拡大

基本施策 1-1 生産性の向上
◆生産コストの低減と労力の軽減 ◆収量の増加と品質向上
◆規格外の農産物の利活用 ◆安全・安心な農産物の供給
◆持続可能な農業の推進 ◆スマート農業の推進

◆特色ある「大村産」農産物のブランド化
◆農産物の流通機能体制の強化 ◆新たな販路の拡大
◆学校給食等への取組 ◆直売所の支援

◆6次産業化への取組支援
◆農商工連携及び農福連携の推進

◆農業体験施設の充実
◆グリーン・ツーリズムの推進
◆農業イベント等による交流

◆就農希望者の発掘 ◆新規就農者の継続的な育成
◆女性農業者の育成 ◆多様な人材の確保

◆認定農業者の育成 ◆支援体制の充実
◆農業の収益性改善のための支援

◆組織的な農業の推進 ◆法人化の推進

◆補助制度の有効活用 ◆平坦地における農地の保全
◆土地基盤整備の推進

◆農地の利用集積
◆耕作放棄地の発生防止と利活用の推進

◆被害防止対策の強化
◆捕獲隊の結成等による対策の強化

基本目標１

農業の生産性の向上と販路拡大

基本施策１-１

基本施策１-２

基本施策１-３

基本施策１-４

基本目標２

農業の担い手の育成と確保

基本施策２-１

基本施策２-２

基本施策２-３

基本目標３

農地の保全と有効活用

基本施策３-１

基本施策３-２

基本施策３-３
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基本施策と主な内容

❒基本目標１ 農業の生産性の向上と販路拡大

◆ 持続可能な農業の推進

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷事業活動の促進等に関する法律」
に基づき、県と市が共同して策定した「長崎県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計
画」により、有機農業の取組面積の拡大や化学肥料・化学農薬の低減等、環境負荷低減事業活動
に対する理解と機運の醸成を図るとともに、関係団体等と連携して推進します。
特に海外情勢により価格が高騰している化学肥料については、耕畜連携による堆肥の代用の

取組のほか、下水汚泥の肥料化の取組等について推進します。

◆ スマート農業の推進

経験が浅い生産者でもAI や IoTなどの先端技術を活用することにより、農作業の自動化（省
力化）やデータの活用により農作物の品質向上や多収量化に取組むことが可能となるため、水稲
防除用ドローンや施設園芸における複合環境制御技術など既に導入済みの生産者の具体的事例
を周知し、労働力不足など生産現場の課題を先端技術で解決するなど、地域のスマート農業を推
進します。

◆ 農産物の流通機能体制の強化

有利な価格形成を図るために必要となる、計画的な集出荷体制を充実させるとともに、長崎県
の中心に位置する本市の立地や、交通網の利点を活かし、JAや大村市総合地方卸売市場等と連
携した流通機能体制の強化を図ります。
地元農産物については、百貨店、総合スーパーなどの広域的な販売店舗での取扱いが可能とな

るよう取組を進めます。
また、インボイス制度については、生産者の理解が深まるよう JA等の関係機関と連携し、周

知啓発に努めます。

基本施策 1-1 生産性の向上基本施策１-１

基本施策 1-1 農産物のブランド化と販路拡大基本施策１-２
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◆ 6次産業化への取組支援

6 次産業化に意欲のある農業者に対し、国や県等が実施する説明会や研修会等を通じて、6次
産業化に取り組むメリットやリスク等を理解してもらうとともに、長崎県食品開発支援センタ
ーや大村市産業支援センターの利活用を推進します。
また、６次産業化を発展させるためには、多様な事業者の参画により大村産農産物を活用した

加工品開発や付加価値をつける必要があることから、国が推進する農山漁村発イノベーション
の取組について、関係機関と連携を図りながら推進します。

◆ 農商工連携及び農福連携の推進

農業者と商工業者との交流を促進するとともに、双方の強みを活かした新製品の開発・生産、
販売方式やシステムの開発等、関係機関と一体となって取組みます。
また、農業分野と福祉分野が連携し、農繁期の労働力不足の解消や障がいがある方の就業機会

の確保などにより、各々が抱える課題解決に取組みます。

◆ 農業イベント等による交流

直売所や農業イベントなど多様な交流の場において地元農産物の PRを行い、生産者と消費者
の「顔が見え、話ができる」関係を構築し、地産地消を推進します。

基本施策 1-1 ６次産業化の推進基本施策１-３

基本施策 1-1 農業体験等による農産物のＰＲ基本施策１-４
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❒基本目標２ 農業者の担い手の育成と確保

◆ 多様な人材の確保

県や関係機関と連携し、農業の担い手となる企業や法人等の農業参入を推進するとともに、雇
用就農者の育成に取り組む企業や法人等を支援しながら人材の確保を図ります。あわせて、企業
や個人における半農半Xの事例を紹介するなど、多様な人材の確保に努めます。

◆ 支援体制の充実

認定農業者向けの農業経営に関する相談会や異業種との交流会、認定農業者同士の意見交換
会等を実施します。
また、現在課題となっている労働力不足の問題については、労働力不足を補う農作業受託組織

として、みかんやいちごなどの農作業繁忙期にシルバー人材センターが、にんじんやカーネーシ
ョンの農作業で福祉事業所の就労などがあるところですが、今後さらに必要性が高まると思わ
れることから、支援体制の充実を図ります。

◆ 農業の収益性改善のための支援

農業の収益性の改善が課題となっているため、規模拡大や経営改善を図る認定農業者を重点
的に支援するとともに、スマート農業などの先駆的な取組を行う認定農業者に対し支援します。

◆ 組織的な農業の推進

高齢化や兼業、小規模農家等に対する労働力の軽減や農業機械導入の際の負担軽減を図るた
め、集落においては実質化された人・農地プランに沿って中心的経営体への農地の利用集積を進
めるとともに、JAや生産部会等と連携し農作業受託組織の強化を図ります。
また、農作業受託組織や既存の農作物生産部会を集落営農組織へと発展させるため、県をはじ

め JA等の関係機関と協議し、設立や運営に関する研修会・先進地視察等を通じて、話し合いに
よる合意形成を図りながら地域の実情に沿った取組を推進します。

基本施策 1-1 新規就農者の確保基本施策２-１

基本施策 1-1 認定農業者の育成基本施策２-２

基本施策 1-1 集落営農の推進基本施策２-３
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❒基本目標３ 農地の保全と有効活用

◆ 土地基盤整備の推進

中山間地域や傾斜地等における生産効率を向上させ、収益性の高い品目の営農類型に対応可
能な生産基盤を確立するため、地形条件に応じた弾力的な土地基盤整備を推進します。

◆ 農地の利用集積

農業振興地域内の農地については、離農や規模縮小を検討している農業者から意欲ある農業
者への農地の利用集積を図ります。
また、令和４年度の農業経営基盤強化促進法の改正により、地域住民や関係者と話し合いを行

ったうえで、「目標地図」を含む地域計画の策定が求められています。本市でも、これまでの策
定された人・農地プランを土台とした協議を行い、地域計画の策定に取組みます。
農業振興地域以外の農地については、農業委員会による離農や規模縮小等の、意向確認調査の

結果を踏まえながら、農地の利用集積が円滑に進むよう、遊休農地や耕作放棄地の有効活用に努
めます。

◆ 被害防止対策の強化

イノシシやアライグマ、アナグマ等の有害鳥獣から農産物を防護するため、ワイヤーメッシュ
柵や電気柵等の防護柵を効果的に設置できるよう支援します。あわせて、大村猟友会と連携し、
箱わなや猟銃による捕獲対策を強化します。
さらに、有害鳥獣の情報収集に向け、センサーカメラの設置等の ICT技術を活用し、さらな

る対策の強化を図ります。
また、農業者に対する捕獲研修会や勉強会等を通じて、防護柵設置後の適正管理や農産物の残

さの処分を徹底し、効果的な有害鳥獣対策を実施します。

基本施策 1-1 農地の利用集積基本施策３-２

基本施策 1-1 農業生産基盤の保全と強化基本施策３-１

基本施策 1-1 有害鳥獣対策の推進基本施策３-３
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４．関係者の役割と数値目標

関係者の役割

市

市は、農業者及び農業に関する団体・市民・食品関連事業者と連携しながら、計画的かつ効果
的に実施するとともに、その結果や効果を定期的に検証し、施策の改善を図ります。
また、市は、農業者・農業に関する団体・市民・食品関連事業者を結びつけるコーディネータ

ーの役割を果たします。

農業者及び農業に関する団体

農業者及び農業に関する団体は、自らが安全な食料の生産者であって、農村における地域づく
りの主役であることを認識し、主体的に行動します。
また、安全で安心な農産物を安定的に生産するとともに、自らが生産する農産物について積極

的な情報発信を行い、消費者ニーズや事業所の新しい技術等の情報を積極的に入手して、自らの
農業経営に活かします。

市民及び食品関連事業者

市民・食品関連事業者は、農業・農村に関する問題が市民生活に密接に関係していることを踏
まえ、農業・農村に対して、常に関心を持ち、正しく情報を理解し、消費者ニーズを的確に農業
者、農業に関する団体に伝えます。
食品関連事業者は、市民に対し、安全で安心な食料の供給が図られるよう努め、市民は地元で

生産される農産物を積極的に消費することにより、農業者の生産意欲を高めます。
また、市民共有の貴重な財産である本市の農業農村を支える取り組み等、それぞれの立場で参

加します。
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数値目標

基本
目標 基本施策 指標 基 準

(令和 3年度)
目 標

(令和 14年度)

１

農
業
の
生
産
性
の
向
上
と
販
路
拡
大

１ 生産性の向上
認定農業者の平均農業
所得（千円／年）

4,470 5,300

２ 農産物のブランド化
と販路拡大

新たにブランド化した
農産物の品数（品）（累
計）

4 9

３ ６次産業化の推進
6 次産業化への新規参
入件数（件）（累計）

7 13

４ 農業体験等による農
産物の PR

農業イベントへの参加
者数（人／年）

2,015
（令和元年度：

19,068）

28,000

２

農
業
の
担
い
手
の
育
成
と
確
保

１ 新規就農者の確保 新規就農者数（人／年） 17 17

２ 認定農業者の育成 認定農業者数（人） 210 300

３ 集落営農の推進 集落営農組織数（組織） 2 6

３

農
地
の
保
全
と
有
効
活
用

１ 農業生産基盤の保全
及び強化

鈴田・内倉地区基盤整備
事業（R2～R8）進捗率
（％）

12.5 100

２ 農地の利用集積
農地利用集積面積（農地
中間管理事業活用面積）
（ha）(累計)

262.5 370.0

３ 有害鳥獣対策の推進
有害鳥獣による農業被
害額（千円／年）

5,267 3,700
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